
Ｔｉｇｅｒｓ-ｎｅｔ.ｃｏｍインターネットサービス契約約款  
 
 
第１章 総 則  
 
第１条（契約約款の適用） 
アイテック阪神株式会社（ 以下「当社」といいます。）は、電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事
業法」といいます。）に基づき、このＴｉｇｅｒｓ-ｎｅｔ.ｃｏｍインターネットサービス契約約款（以下「この
約款」といいます。）を定め、これによってＴｉｇｅｒｓ-ｎｅｔ.ｃｏｍインターネットサービス（以下「インタ
ーネットサービス」といいます。）を提供します。 

 
第２条（契約約款の変更） 
当社は、契約者の承諾を得ることなく、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条
件は、変更後のＴｉｇｅｒｓ-ｎｅｔ.ｃｏｍインターネットサービス契約約款によります。 

 
第３条（用語の定義）  
この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 
(1) 電気通信設備 

電気通信を行うための機械、用具、線路その他の電気的設備 
(2) 電気通信サービス 

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 
(3) 電気通信回線設備 

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの附属設備 

(4) 電気通信回線 
電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 

(5) 契約者回線 
契約者が電気通信事業者と契約している電気通信回線 

(6) インターネットサービス 
この約款に基づき当社が契約者に提供する電気通信サービスであって、契約者回線を介してインターネット
網へのアクセスを提供するサービス 

(7) 利用契約 
当社からインターネットサービスの提供を受けるための契約 

(8) 契約者 
当社と利用契約を締結している個人及び法人 

(9) 顧客設備等 
契約者がインターネットサービスを利用するため、電気通信回線を経由して接続する端末設備、電子計算機
及びその他の機器 

(10)  アクセスポイント 
契約者がインターネットサービスを利用する際に、インターネットサービス用電気通信回線と接続するため
の中継点 

(11)  識別符号 
契約者の確認のために当社が発行するログイン名及びパスワードのいずれか一方又はそれらの両方 

(12)  料金等 
契約料、利用料金、付加サービス利用料金及び契約事項の変更に伴う費用の総称 

(13) 消費税相当額 
消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額並びに地方税
法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 
 
第２章 インターネットサービスの種類及び品目 
 
第４条（種別） 
インターネットサービスの種別（以下「サービス種別」といいます。）は次のとおりとします。 
(1) ＡＤＳＬ接続サービス 

①Ｈプラン 
②ｅプラン 

(2) ダイヤルアップ接続サービス 
(3) フレッツ接続サービス 
(4) モバイル接続サービス 

 
第５条（品目） 
インターネットサービスの品目には、サービス種別ごとに料金表に規定する品目があります。 

 
 
第３章 利用契約  
 
第１節  ＡＤＳＬ接続サービスに係る契約  
 
第６条（契約の単位）  
当社は、契約者回線１回線ごとに、１のＡＤＳＬ接続サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は１の
利用契約につき１人に限ります。 

 
第７条（利用の申込み）  
ＡＤＳＬ接続サービス利用の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の方法
で申込みしていただきます。 

 
第８条（利用契約の成立） 
利用契約は、第７条の利用の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。 

 



第９条（申込みの承諾等） 
当社は、ＡＤＳＬ接続サービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾しま
す。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 

２ 当社は、ＡＤＳＬモデムを設置するために必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、
ＡＤＳＬ接続サービス利用の申込みの承諾を延期することがあります。 
３ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ＡＤＳＬ接続サービス利用の申込みを承諾しないことがあり
ます。 

(1) 当該申込みに係るＡＤＳＬ接続サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社の業務
の遂行上又は技術上著しく困難なとき。 
(2) 電気通信回線を所有する事業者の回線適合調査により、契約者回線が当社のＡＤＳＬ接続サービス利用に適
しないことが判明したとき。 
(3) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 
(4) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。 
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４ 前項の規定によりＡＤＳＬ接続サービス利用の申込みを承諾しない場合は、当社は、申込者に対しその旨を通知
します。 
 
第１０条（ＡＤＳＬモデムの提供等） 
ＡＤＳＬ接続サービスを受けるために必要なＡＤＳＬモデムは、当社が提供します。 

２ ＡＤＳＬモデムを動作させるために必要な作業、費用及び場所は、契約者に負担していただきます。 
３ 契約者は、ＡＤＳＬモデムを本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意をもって使用し、利用契約が終了したと
きは直ちに当社に返還していただきます。 
４ 契約者は、ＡＤＳＬモデムについて次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の
解除及び損害賠償を請求する権利を有します。 

(1) 本来の用法によらない方法で使用し、当社のＡＤＳＬ接続サービスを不正に受けたり、受けようとすること。 
(2) 転貸、譲渡、質入れ等すること。 
(3) 当社の承諾を得ずに定められた場所から移動したり、接続変更すること。 
(4) 分解したり、変更を加えること。 

５ 契約者は、ＡＤＳＬモデムの性能、機能が不完全であったり、通常の使用上障害になると認められる外観上の瑕
疵がある場合を除き、ＡＤＳＬモデムの交換の要求はできません。  
６ 契約者の故意、過失、第三者の行為によりＡＤＳＬモデムの損傷、紛失等が生じた場合、契約者は、直ちに当社
に申し出ていただきます。この場合、その修理、復旧に要するすべての費用は契約者に負担していただきます。 
７ 契約者は、返還までに発生したＡＤＳＬモデムの破損、盗難、滅失に関して、契約者の責に帰すべき場合は、代
替機器の購入代価又は修理代相当額を損害賠償として当社に支払っていただきます。 
８ 当社は、ＡＤＳＬモデムの販売を行うことがあります。この場合、契約者がＡＤＳＬモデムを受領した時点をも
って当該モデムの所有権は当社から契約者に移転し、この所有権移転後より１年間を当該モデムの瑕疵担保期間とし
ます。また、販売するＡＤＳＬモデムの種類によって、修理対応しない場合があります。 
 
第１１条（ＡＤＳＬモデムに故障が生じた場合の措置）  
契約者は、ＡＤＳＬモデムに故障が生じた場合、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 

２ 前項の通知があったときは、当社又は当社の指定する者がその原因を調査し、当該モデムの故障が明らかとなっ
た場合、当社は代替品を契約者に送付するものとします。ただし、交換作業及び故障品の受取人払いによる当社指定
場所への返送は契約者において実施していただくものとします。 
３ 前項の調査の結果、ＡＤＳＬモデムに故障のないことが判明した場合は、契約者は当社に対しその調査に要した
費用を支払っていただきます。 
４ 第２項の調査の結果、故障が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、その調査及び修理に要した費用は
契約者に負担していただきます。 
 
第１２条（最低利用期間） 
ＡＤＳＬ接続サービスの最低利用期間は３ヶ月とし、利用期間は課金開始日より起算します。 

２ 契約者は、前項に定める最低利用期間内にこの契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金等を、当
社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 
 
第１３条（契約事項の変更）  
契約者は、ＡＤＳＬ接続サービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める
申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第９条の規定に準じて取り扱います。 
 
 
第２節  ダイヤルアップ接続サービスに係る契約  
 
第１４条（契約の単位）  
当社は、１の契約者識別符号ごとに、１のダイヤルアップ接続サービスの利用契約を締結します。この場合、契約
者は１の利用契約につき１人に限ります。 

 
第１５条（利用の申込み） 
ダイヤルアップ接続サービス利用の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定
の方法で申込みしていただきます。 

 
第１６条（利用契約の成立）  
利用契約は、第１５条の利用の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。 

 
第１７条（申込みの承諾等）  
当社は、ダイヤルアップ接続サービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承
諾します。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 

２ 当社は、ダイヤルアップ接続サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、
ダイヤルアップ接続サービス利用の申込みの承諾を延期することがあります。 
３ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ダイヤルアップ接続サービス利用の申込みを承諾しないこと
があります。 

(1) 当該申込みに係るダイヤルアップ接続サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社



の業務の遂行上又は技術上著しく困難なとき。 
(2) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 
(3) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。 
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４ 前項の規定によりダイヤルアップ接続サービス利用の申込みを承諾しない場合、当社は申込者に対しその旨を通
知します。 
 
第１８条（最低利用期間） 
ダイヤルアップ接続サービスの最低利用期間は３ヶ月とし、利用期間は課金開始日より起算します。 

２ 契約者は、前項に定める最低利用期間内にこの契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金等を、当
社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 
 
第１９条（契約事項の変更）  
契約者は、ダイヤルアップ接続サービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に
定める申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第１７条の規定に準じて取り扱います。 
 
 
第３節  フレッツ接続サービスに係る契約  
 
第２０条（契約の単位）  
当社は、１の契約者識別符号ごとに、１のフレッツ接続サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は１
の利用契約につき１人に限ります。 

 
第２１条（利用の申込み） 
フレッツ接続サービス利用の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の方法
で申込みしていただきます。 

 
第２２条（利用契約の成立）  
利用契約は、第２１条の利用の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。 

 
第２３条（申込みの承諾等）  
当社は、フレッツ接続サービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾しま
す。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 

２ 当社は、フレッツ接続サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、フレッ
ツ接続サービス利用の申込みの承諾を延期することがあります。 
３ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、フレッツ接続サービス利用の申込みを承諾しないことがあり
ます。 

(1) 当該申込みに係るフレッツ接続サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社の業務
の遂行上又は技術上著しく困難なとき。 
(2) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 
(3) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。 
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４ 前項の規定によりフレッツ接続サービス利用の申込みを承諾しない場合、当社は申込者に対しその旨を通知しま
す。 
 
第２４条（最低利用期間） 
フレッツ接続サービスの最低利用期間は３ヶ月とし、利用期間は課金開始日より起算します。 

２ 契約者は、前項に定める最低利用期間内にこの契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金等を、当
社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 
 
第２５条（契約事項の変更）  
契約者は、フレッツ接続サービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める
申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第２３条の規定に準じて取り扱います。 
 
 
第４節  モバイル接続サービスに係る契約  
 
第２６条（契約の単位）  
当社は、１の契約者識別符号ごとに、１のモバイル接続サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は１
の利用契約につき１人に限ります。 

 
第２７条（利用の申込み） 
モバイル接続サービス利用の申込みは、この約款を承認していただいた上で、必要事項を記載した当社所定の方法
で申込みしていただきます。 

 
第２８条（利用契約の成立）  
利用契約は、第２７条の利用の申込みに対し、当社がこれを承諾したときに成立します。 

 
第２９条（申込みの承諾等）  
当社は、モバイル接続サービス利用の申込みがあったときは、原則として申込みを受付けた順序に従って承諾しま
す。ただし、当社の業務遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。 

２ 当社は、モバイル接続サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合等、当社が必要と認めたときは、モバイ
ル接続サービス利用の申込みの承諾を延期することがあります。 
３ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、モバイル接続サービス利用の申込みを承諾しないことがあり
ます。 

(1) 当該申込みに係るモバイル接続サービスの提供に必要な電気通信設備の新設、改修又は保守が、当社の業務
の遂行上又は技術上著しく困難なとき。 
(2) 申込者が当該申込みに係る契約上の義務を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 



(3) 申込者が利用申込書に虚偽の事項を記載したとき。 
(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

４ 前項の規定によりモバイル接続サービス利用の申込みを承諾しない場合、当社は申込者に対しその旨を通知しま
す。 
 
第３０条（最低利用期間） 
モバイル接続サービスの最低利用期間は３ヶ月とし、利用期間は課金開始日より起算します。 

２ 契約者は、前項に定める最低利用期間内にこの契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金等を、当
社が定める期日までに一括して支払っていただきます。 
 
第３１条（契約事項の変更）  
契約者は、モバイル接続サービスの品目の変更を当社に請求することができます。このときは、当社が別に定める
申請書に所定の事項を記載して提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第２９条の規定に準じて取り扱います。 
 
 
第４章 権利の譲渡及び承継等 
 
第３２条（権利の譲渡の禁止） 
契約者は、インターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 

 
第３３条（個人の契約者の地位承継） 
契約者である個人が死亡したときは、当該個人に係るインターネットサービスは終了します。ただし、相続開始の
日から２週間を経過する日までに当社に申し出ることにより、相続人（１人に限ります）は、死亡した契約者の当
該利用契約上の地位を承継し引き続きインターネットサービスの提供を受けることができます。 

２ 前項のただし書きの場合、当社は、第９条、第１７条又は第２３条の規定に準じて取り扱います。 
 
第３４条（法人の契約者の地位承継） 
契約者である法人の合併その他の理由による地位の承継が行われたときは、当該地位を承継した法人は、当社が別
に定める書面に承継の事実を公的機関が証明した書類を添えて、速やかに当社に届出ていただきます。 

２ 前項の場合、当社は、第９条、第１７条又は第２３条の規定に準じて取り扱います。 
 
第３５条（契約者の氏名等の変更等） 
契約者は、その氏名（商号）、住所、電話番号、その他当社に届出ている内容に変更が生じたときは、当社に対し
て速やかに当該変更を届出るものとします。 

 
 
第５章 顧客設備等 
 
第３６条（顧客設備等の設置） 
契約者が当社からインターネットサービスの提供を受けるに当たっては、自らの費用と責任にて、顧客設備等を設
置していただきます。 

２ 契約者が設置する顧客設備等は、当社が別に定める技術的事項に適合する機器とします。ただし、インターネッ
トサービスの種類により、個別に当該技術的事項を提示することがあります。 
 
第３７条（契約者の維持責任） 
契約者は、当社のインターネットサービス業務の遂行に支障を与えないように、顧客設備等を正常に稼働するよう
維持していただきます。 

 
第３８条（契約者以外の者による識別符号の使用）  
契約者は、その利用契約に係わる識別符号を契約者以外の者に使用させることはできません。 

 
 
第６章 提供の停止等  
 
第３９条（提供の停止）  
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、インターネットサービスの提供を停止することがありま
す。 
(1) インターネットサービスの利用契約上の債務の支払いを怠ったとき。 
(2) インターネットサービス利用の申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 
(3) 第３６条、第３７条又は第５５条の規定に違反したとき。 
(4) 前各号の掲げる事項のほか、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備
に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定によりインターネットサービスの利用停止しようとするときは、あらかじめ、その理由、利
用停止をする日及び期間を契約者に対し、当社の定める方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限
りではありません。 
 
第４０条（利用の制限）  
当社は事業法第８条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の、災害の
予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、
及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、インターネットサービスの提
供の制限、又は中止する措置をとることがあります。 

２ 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないときがあります。 
３ インターネットサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときには、その利用
を制限することがあります。 
 
第４１条（提供の中止）  
当社は、次の各号いずれかに該当する場合、インターネットサービスの提供を中止することがあります。 
(1) 当社の電気通信設備の保守作業又は工事、天災等の不可抗力、その他やむを得ない事由があるとき。 
(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき。 



(3) 第４０条の規定によるとき。 
(4) 第一種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することによりインターネットサービスの提供を行
うことが困難になったとき。 

２ 当社は、インターネットサービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者にお知らせします。ただ
し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
 
第４２条（サービスの廃止）  
当社は、都合によりインターネットサービスの特定品目又はすべての品目を廃止することがあります｡ 

２ 当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、あらかじめ契約者に対しその旨を通知します。 
 
 
第７章  契約の解除  
 
第４３条（当社からの解除）  
当社は、第３９条の規定によりインターネットサービスの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中に、なお
その事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することができます。 

２ 当社は、契約者が第３９条第１項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼ
すと認められるときは、前項の規定に係わらず、同条に定めるサービスの停止をすることなくその利用契約を解除す
ることができます。 
３ 当社は、本条によって契約を解除し当社に損害が発生したときは、その賠償を契約者に求めることができます。 
 
第４４条（契約者からの解除） 
契約者は、利用契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の２０日前までに当社が指定する方法によりその旨
を通知するものとします。 

２ 契約者の申入れによるリース契約期間中のリース契約解除は一切できないものとします。なお、当社は既に支払
われた料金等の返却を行わないこととします。 
 
 
第８章 料金等  
 
第４５条（料金等の適用） 
インターネットサービスの料金等は、別に定める料金表のとおりとします。 

２ 契約者が他の電気通信事業者に依頼した工事等に関する費用は、他の電気通信事業者の定めに従い、契約者が支
払うものとします。 
 
第４６条（契約者の支払い義務）  
契約者は、当社に対し、インターネットサービスの利用に関し、別に定める料金表により算出した当該サービスに
係わる料金等を支払うものとします。 

２ 契約料の支払い義務は、第８条、第１６条又は第２２条の規定により、当社が利用契約の申込みを承諾したとき
に発生します。契約料は、契約解除時にも返却いたしません。 
３ 利用料金及び付加サービス利用料金の支払い義務は、当社がその当該サービス品目に係わる環境設定が完了した
ときに発生します。 
４ 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更ごとに発生し、その支払い義務は当社が第１３条、第１９条又は第２５
条の請求を承諾したときに発生します。 
５ 第４１条の規定によりサービスの利用が停止された場合における当該停止期間の料金等は、当該サービスがあっ
たものとして取り扱います。 
 
第４７条（料金等の支払い方法）  
契約者は、料金等を別途当社の指定する方法により支払っていただきます。 

 
第４８条（割増金） 
契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた金額（消費税相当額を除きます。）の２倍に相当す
る額に消費税相当額を加えた額を割増金として支払うものとします。 

 
第４９条（遅延損害金）  
契約者は、インターネットサービスの料金等又は割増金の支払いを遅延したときは、遅延期間につき年率１４．５％
の遅延損害金を当社に支払うものとします。 

 
第５０条（消費税） 
契約者が当社に対しインターネットサービスに関する費用を支払う場合において、支払いを要する額は、当該費用
の額に消費税相当額を加算した額とします。 

 
第５１条（端数処理）  
当社は、料金計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。 

 
 
第９章  損害賠償  
 
第５２条（責任の制限）  
当社は、インターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなか
ったときは、その利用が全くできない状態（その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、
全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを
当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。 

２ 前項の場合において、当社は、インターネットサービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時
刻以後のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算
し、その日数に対応するそのインターネットサービスの利用料金等の料金額を発生した損害とみなし、その額に限っ
て賠償します。 
 
第５３条（免責）  
当社は、契約者がインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合、第５２条の規定によるほかは、何ら



の責任も負いません。 
２ 契約者が著作権侵害他の違法行為を行った場合、その責任は契約者自身に帰属し、当社は何らの責任も負いませ
ん。 
３ インターネットサービスの利用に関して、契約者が他の契約者又は第三者に損害を与えた場合、当該契約者の責
任と費用において解決していただき、当社に損害を与えないものとします。 
４ 当社は、ウィルスメールチェック機能により、コンピュータウィルスに感染したすべてのメールを検知、駆除す
ることを保証するものではありません。 
５ コンピュータウィルスにより契約者又は第三者が損害を被った場合においても、当社は免責されるものとします。 
６ 当社のウィルスメールチェックサーバに対して過度に負荷がかかることによりメールの削除を行った場合、当社
は契約者及び第三者に対して如何なる責任も負いません。 
７ 当社は、この約款等の変更により顧客設備等の改造又は変更（以下この条において「改造等」といいます。）を
要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。 
８ 当社は、インターネットサービスの利用に関する契約者の如何なる請求に対しても、その事由が発生したときか
ら起算して90日を経過した後は、応じられません。 
 
 
第１０章  雑 則  
 
第５４条（機密保持）  
当社は、インターネットサービスの提供に関連して知り得た契約者の機密情報を、サービスの提供に必要な場合を
除き、第三者に漏洩しないものとします。 

２  刑事訴訟法、その他の法令の規定若しくは通信傍受法の定めに基づく強制的な処分、その他裁判所の命令若し
くは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償
責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲
で、当社は前項の守秘義務を負わないこととします。 
 
第５５条（契約者の義務） 
契約者は、インターネットサービスの利用に当たり、次のことを守っていただきます。 
(1) 当社から発行された識別符号の管理、使用について責任をもつものとし、当社に損害を与えないこと。また、
識別符号を忘れた場合、あるいは盗まれた場合は速やかに当社に届出ること。 
(2) 故意に回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。 
(3) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態においてイ
ンターネットサービスの利用を行わないこと。 

２  契約者は、インターネットサービスを利用するに当たって次のことを行わないものとします。 
(1) インターネットサービスへの接続を当社の事前の承諾なく第三者に提供すること。 
(2) インターネットサービスにより利用し得る情報を改ざんすること。 
(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込むこと。 
(4) 無断で、主に広告・宣伝・勧誘やいたずらを目的としてメールを送信する行為、又は受信者が嫌悪感を抱く、
若しくはそのおそれのあるメールを送信すること。 
(5) 他の契約者あるいは第三者の著作権その他の知的財産を侵害する又は侵害するおそれのあること。 
(6) 他の契約者あるいは第三者の名誉を毀損し、あるいは誹謗中傷すること。 
(7) 他の契約者あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害する又は侵害するおそれのあること。 
(8) 選挙運動、選挙の事前運動及びこれに類似すること。 
(9) 公序良俗に反すること。 
(10)  無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘すること。 
(11)  インターネットに接続したコンピュータの不正使用を試みること。 
(12)  犯罪行為若しくは犯罪のおそれのあること。 
(13)  インターネットサービスの運営を妨げ、若しくは当社の信頼を毀損すること。 
(14)  その他、法令に違反するもの、又は違反するおそれのあること。 

３ 当社は、前項各号に掲げる内容の情報その他当社がインターネットサービスの運営上不適当と判断した情報につ
いて削除する権利を有するものとします。 
４ 契約者は、第１項の規定に違反してインターネット設備を忘失し、又は破損したときは、当社が指定した期日ま
でに、その補充、修繕その他工事等に必要な費用を支払っていただきます。 
５ 契約者は、海外を含む他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するすべての国の法令等、通信業者の
約款等及びすべてのネットワークの規則に従わなければなりません。特に研究ネットワークは、営利目的として使用
しないものとします。 
６ 契約者は、インターネットサービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を当社に通知す
るものとします。 
 
第５６条（契約の継続）  
利用契約は、契約者から解除の申し出がない限り継続し、当該サービスに係わる利用料を支払っていただきます。 

 
第５７条（技術的事項）  
インターネットサービスの利用における基本的な技術的事項は、別に定めるとおりとします。 

 
第５８条（準拠法） 
この約款の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されます。 

 
第５９条（合意管轄）  
契約者と当社との間に生ずるすべての紛争については、大阪地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

 
 
 



附 則  
 
この約款は2000年2月1日より効力を発するものとします。 
2002年10月 3日 一部改訂 
2002年12月11日 一部改訂 
2003年 1月 1日 一部改訂 
2003年 4月 1日 一部改訂 
2003年 7月10日 一部改訂 
2003年 8月26日 一部改訂 
2003年 9月13日 一部改訂 
2003年11月 1日 一部改訂 
2004年 2月 1日 一部改訂 

 
 
別表－１ 料金表  
 
１ 適用  
この料金表に記載する料金額には、消費税額は含まれておりません。別途、消費税額分として料金額に相当する金
額を申し受けます。 

 
２ 料金  
 (1) 初期費用 
      ①ＡＤＳＬ接続サービス契約料               3,000円 
      ②ダイヤルアップ接続サービス契約料                0円 
   ③フレッツ接続サービス契約料               3,000円 
      ④モバイル接続サービス契約料                   0円 
 (2) 利用料金 
   ①ＡＤＳＬ接続サービス 
        a)Ｈプラン 
     ・基本利用料金                  月額2,390円 
         ・ＡＤＳＬモデムレンタル料金           月額 600円 

b)ｅプラン 
 ・基本利用料金 
  １Ｍタイプ 基本利用料金                         月額1,980円 
  ８Ｍタイプ 基本利用料金                         月額2,980円 
  １２Ｍタイプ 基本利用料金            月額2,980円 
  ２４Ｍタイプ 基本利用料金            月額3,150円 
  ４０Ｍタイプ 基本利用料金            月額3,280円 
 ・ＡＤＳＬモデムレンタル料金           月額 500円 

      ②ダイヤルアップ接続サービス 
        ・基本利用料金                            月額  300円 
      ③フレッツ接続サービス 

・フレッツＩＳＤＮコース 基本利用料金        月額1,380円 
・フレッツＡＤＳＬコース 基本利用料金        月額1,480円 
・Ｂフレッツコース ベーシックタイプ 基本利用料金  月額6,980円 
・Ｂフレッツコース ファミリータイプ 基本利用料金  月額1,980円 
・Ｂフレッツコース マンションタイプ 基本利用料金  月額1,980円 

      ④モバイル接続サービス 
        ・基本利用料金                            月額  600円 
 (3) 付加サービス利用料金 
      ①メールアカウント追加（１個当たり）         月額 100円 
   ②ホームページエリア追加（１０ＭＢ）         月額 500円 
   ③メーリングリスト（100ユーザーまで）         月額 500円 
            （200ユーザーまで）         月額1,000円 
   ④モバイル接続 
        a)ＡＤＳＬ接続サービス契約者             月額  0円 
        b)フレッツ接続サービス 
     ・フレッツＩＳＤＮコース契約者          月額 600円 
         ・フレッツＡＤＳＬコース契約者          月額  0円 
         ・Ｂフレッツコース契約者             月額  0円 
 
 
 
別表－２ 技術的事項  
 
１ ＡＤＳＬ接続サービスの場合 
物理的条件  8ピンコネクタ（ISO標準IS8877準拠） 
相互接続回路 IEEE802.3（10BASE-T準拠）、IEEE802.3u（100BASE-TX準拠） 

 
２ ダイヤルアップ接続サービスの場合 
各第一種電気通信事業者の技術的条件に準じます。 

 
３ フレッツ接続サービスの場合 
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社の技術的条件に準じます。 

 
４ モバイル接続サービスの場合 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、ＤＤＩポケット株式会社の技術的条件に準じます。 

 


